
�愛媛県規則第７号
愛媛県行政組織規則及び愛媛県執務時間規則の一部を改正

する規則を次のように定める。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県行政組織規則及び愛媛県執務時間規則の一部を

改正する規則

（愛媛県行政組織規則の一部改正）

第１条 愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）

の一部を次のように改正する。

第７５条の２の見出しを「（えひめ観光物産プラザ）」に

改め、同条第１項中「愛媛県東京観光物産センター（以下

「東京観光物産センター」という。）」を「えひめ観光物

産プラザ」に改め、同条第２項中「東京観光物産センター

」を「えひめ観光物産プラザ」に改め、同項中第２号を削

り、第３号を第２号とし、同号の次に次の１号を加える。

� 東京アンテナショップの管理運営に関すること。

第７５条の２第３項及び第４項中「東京観光物産センター

」を「えひめ観光物産プラザ」に改める。

（愛媛県執務時間規則の一部改正）

第２条 愛媛県執務時間規則（平成元年愛媛県規則第１８号）

の一部を次のように改正する。

別表中「愛媛県動物愛護センター」を
「えひめ観光物産

愛媛県動物愛護

プラザ
に改める。

センター」

附 則

この規則は、平成１５年３月２５日から施行する。

�
�
�
�
�愛媛県規則第８号
特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
規 則

○ 愛媛県行政組織規則及び愛媛県執務時間規則の一部を改正す

る規則…………………………………………………………………２６９

○ 特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規

則………………………………………………………………………２６９

○ 愛媛県公害防止条例施行規則及び愛媛県垂直積雪量に関する

規則の一部を改正する規則…………………………………………２７０

○ 愛媛県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則………２７０

○ 通訳案内業法施行細則の一部を改正する規則……………………２７０

告 示

○ 全国自治宝くじ事務協議会規約の一部変更………………………２７１

○ 字の区域の変更（伊予市）…………………………………………２７１

○ 知事印の改刻…………………………………………………………２７１

○ 大規模小売店舗の新設の届出の概要等……………………………２７１

○ 大規模小売店舗を設置している者の変更の届出の概要等………２７２

○ 土地改良区連合清算人の退職の届出………………………………２７３

○ 県営土地改良事業の事業計画書の縦覧（２件）…………………２７３

○ 県営土地改良事業の換地処分………………………………………２７３

○ 農業協同組合営土地改良事業の換地処分…………………………２７３

○ 町営土地改良事業の施行の同意（２件）…………………………２７３

○ 町営土地改良事業の施行の関係書類の縦覧………………………２７３

○ 村営土地改良事業の換地処分………………………………………２７４

○ 町営土地改良事業の換地処分（２件）……………………………２７４

○ 土地改良事業の工事完了の届出（２件）…………………………２７４

○ 県営土地改良事業の工事の完了……………………………………２７４

○ 保安林の指定…………………………………………………………２７４

○ 保安林の指定の解除（２件）………………………………………２７５

○ 同意の成立（漁獲共済）……………………………………………２７５

○ 公有水面埋立免許の出願……………………………………………２７５

○ 公有水面埋立免許……………………………………………………２７６

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可（４件）………………………２７７

○ 道路の供用開始（県道壬生川丹原線）……………………………２８０

○ 道路の供用開始（県道弓削島循環線）……………………………２８１

○ 道路の区域変更（県道松山川内線）………………………………２８１

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………２８１

○ 道路の供用開始（県道中島環状線）………………………………２８１

○ 道路の区域変更（一般国道３７９号）………………………………２８２

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………２８２

○ 道路の区域変更（県道大洲野村線）………………………………２８２

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………２８２

○ 道路の区域変更（一般国道３７８号外）……………………………２８３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………２８３

○ 道路の区域変更（県道長浜保内線）………………………………２８３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………２８３

○ 道路の区域変更（一般国道３７８号）………………………………２８４

○ 道路の区域変更（県道佐田岬三崎線）……………………………２８４

○ 道路の区域変更（一般国道４４１号）………………………………２８４

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………２８４

○ 道路の区域変更（県道宿毛津島線）………………………………２８５

○ 道路の区域変更（県道宇和島城辺線外）…………………………２８５

平成１５年３月２４日月曜日 第１４４１号

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………２８５

○ 道路の区域変更（県道宇和島下波津島線外）……………………２８６

○ 道路の供用開始（県道宇和島下波津島線）………………………２８６

○ 道路の区域変更（県道宇和島城辺線外）…………………………２８６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………２８６

○ 道路の区域変更（県道城辺高茂岬線）……………………………２８７

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………２８７

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………２８７

○ 都市計画事業の事業計画の変更認可………………………………２８８

訓 令

○ 愛媛県東京事務所処務規程の一部を改正する訓令………………２８８

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告…………２８８

規 則

毎週（火・金）曜日発行 第１４４１号 平成１５年３月２４日愛 媛 県 報

２６９



規則を次のように定める。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正

する規則

特定非営利活動促進法施行条例施行規則（平成１０年愛媛県

規則第５８号）の一部を次のように改正する。

様式第１号注２中「第１０号及び第１１号」を「第７号及び第

８号」に改める。

様式第２号注に次のように加える。

３ 特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年愛媛県条

例第３５号）第９条の表１の項中欄に掲げる書類それぞ

れ１通を併せて提出すること。

様式第３号注４中「には、」を「並びに当該定款の変更の

日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予

算書には、それぞれ」に改める。

様式第４号注３中「第１０号及び第１１号」を「第７号及び第

８号」に改める。

様式第５号注に次のように加える。

３ 特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年愛媛県条

例第３５号）第９条の表１の項中欄に掲げる書類それぞ

れ１通を併せて提出すること。

附 則

この規則は、平成１５年５月１日から施行する。

�
�
�
�
�愛媛県規則第９号
愛媛県公害防止条例施行規則及び愛媛県垂直積雪量に関す

る規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県公害防止条例施行規則及び愛媛県垂直積雪量に

関する規則の一部を改正する規則

（愛媛県公害防止条例施行規則の一部改正）

第１条 愛媛県公害防止条例施行規則（昭和４７年愛媛県規則

第２号）の一部を次のように改正する。

別表第６ １の項中「新居浜市」の下に「（別子山を除

く。）」を加える。

別表第１３中「別表第１３」を「別表第１３（第２８条関係）」

に改め、同表Ｒ（地域の区分に応じたいおう酸化物の排出

許容係数）の項昭和４９年９月２６日において条例第４９条第１

項に規定されている指定工場の欄中「新居浜市」の下に「

（別子山を除く。）」を加える。

（愛媛県垂直積雪量に関する規則の一部改正）

第２条 愛媛県垂直積雪量に関する規則（平成１２年愛媛県規

則第４２号）の一部を次のように改正する。

別表９の項区域の欄中「宇摩郡別子山村及び」を削る。

附 則

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。

�
�
�
�
�愛媛県規則第１０号
愛媛県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規

則

愛媛県環境影響評価条例施行規則（平成１１年愛媛県規則第

２７号）の一部を次のように改正する。

別表第４ ２の項中「第１２条第４項」を「第１４条第４項」

に改める。

別表第５ ２の項�中「第１２条第５項」を「第１４条第５項
」に改める。

別表第６ ２の項中「第１４条第１項」を「第２５条第１項」

に改める。

別表第７ ７の項中「第１７条第３項、第１８条第３項、第１８

条の２第３項及び第２０条第１項」を「第１３条第３項、第１４条

第３項、第２４条第３項及び第２６条第１項」に改める。

附 則

この規則は、平成１５年７月１日から施行する。ただし、別

表第７ ７の項の改正規定は、同年４月１日から施行する。

�
�
�
�
�愛媛県規則第１１号
通訳案内業法施行細則の一部を改正する規則を次のように

定める。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

通訳案内業法施行細則の一部を改正する規則

通訳案内業法施行細則（平成１２年愛媛県規則第２１号）の一

部を次のように改正する。

第３条を次のように改める。

（健康診断書）

第３条 省令第１２条第１号の健康診断書は、次に掲げる事項

を記載した医師の診断書でなければならない。

� 診断を受けた者の氏名、性別及び生年月日

� 精神の機能の障害の有無

� 精神の機能の障害がある場合にあっては、次に掲げる

事項

ア 病名及び主要症状

イ 当該障害に係る現に受けている治療等の有無

ウ 当該障害に係る現に受けている治療等がある場合に

あっては、次に掲げる事項

� 当該治療等の内容

 当該治療等を受けている状態における精神の機能

が、精神の機能の障害がない者と同程度であるか否

かの別

� 当該治療等により当該障害の程度が軽減している

状況

エ 当該障害に係る現に受けている治療等がない場合に

あっては、精神の機能が、精神の障害がない者と同程

度であるか否かの別

� 診断の年月日

� 診断した医師の氏名並びに当該医師の所属する医療機

関の名称及び所在地又は当該医師の住所

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

愛 媛 県 報平成１５年３月２４日 第１４４１号
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�愛媛県告示第６７０号
全国自治宝くじ事務協議会にさいたま市を加え、全国自治

宝くじ事務協議会規約の一部を次のように変更した。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第３条第２号中「千葉市」の次に「、さいたま市」を加え

る。

附 則

この規約は、平成１５年４月１日から施行する。

�
�
�
�
�愛媛県告示第６７１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、伊予市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

上記の処分は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の規

定による換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずる

。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�
�
�
�
�愛媛県告示第６７２号
愛媛県公印規程（昭和３４年愛媛県訓令第８号）第６条の規

定により、知事印を次のとおり改刻した。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 改刻後の印影

２ 使用開始年月日

平成１５年４月１日

�
�
�
�
�愛媛県告示第６７３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部商工流通課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに

松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

告 示
両澤 字コブ

ガタ
両澤 字長通 甲８の一部

字台ノ
下

甲１６の一部及び字コブガタ甲
１９に隣接する字台ノ下の水路
である国有地の一部

字カウ
田

甲１７の２の一部

両澤 字台ノ
下

両澤 字コブ
ガタ

甲１９の一部

字メク
ロジ

字台ノ下甲２０の５に隣接する
字メクロジの水路である国有
地の全部

両澤 字久保
田

両澤 字梶屋
敷

甲１５１の１、甲１５３の８及び甲
１５３の９

字森松 甲１５２の１の一部

両澤 字森松両澤 字シオ
チウ

甲１６２の２の一部

両澤 字シヲ
チウ

両澤 字森松 甲１５２の１の一部

字シオ
チウ

甲１６２の２の一部

字ユオ
ケ

甲１５５の１

両澤 字シロ
田

両澤 字シヨ
田

甲８６の２の一部及び甲８６の３
の一部

字一反
地

字シヨ田甲８６の３に隣接する
字一反地の道路である国有地
の一部

両澤 字シヨ
田

両澤 字シロ
田

甲９６の２の一部

字一反
地

甲８５の１の一部及び字シヨ田
甲８６の３に隣接する字一反地
の道路・水路である国有地の
一部

字 の 名 称
左記の区域に編入する区域

摘 要
字 名 地 番

下唐川字半田上唐川字桐ノ
木

甲４１９の１の一部 これに伴
う道路、
水路等を
含む。下唐川字永田下唐川字豊岡 甲２６５の１の一部及び甲２６６の

１の一部

下唐川字豊岡下唐川字永田 甲２５７の１の一部

上唐川字水口上唐川字ウ子
田

甲６１７の一部

上唐川字ウ子
田

上唐川字水口 字ウ子田甲６１７に隣接する字
水口の道路である国有地の一
部

上唐川字屏風
田

上唐川字ヒヤ
ノ木

甲５０１の２

字櫻ザ
コ

甲５０８の１の一部

上唐川字櫻ザ
コ

上唐川字屏風
田

甲５０３の１の一部、甲６７２の一
部及び字櫻ザコ甲５０８の１に
隣接する字屏風田の水路であ
る国有地の一部

字鹿鳴
シ

甲５０９の１

字ナカ
スカ

甲５１１の１

両澤 字八反
地

両澤 字北影
浦

甲１の１の一部、甲１の２及
びこれらの区域に隣接する道
路である国有地の一部

字長通 甲８の一部

両澤 字長通両澤 字八反
地

甲７の４の一部

字カウ
田

甲１７の２の一部

字コブ
ガタ

甲１９の一部
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愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

洋服の青山 ダイソー＆アオヤマ１００円プラザ松山衣

山店

松山市美沢一丁目６７６番１外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

青山商事株式会社

広島県福山市王子町一丁目３番５号

代表取締役 宮前省三

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

・青山商事株式会社

広島県福山市王子町一丁目３番５号

代表取締役 宮前省三

・株式会社青五

広島県福山市王子町二丁目１４番３８号

代表取締役 一色敬義

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１５年１０月２８日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，４５２平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

６８台

イ 駐輪場の収容台数

１５台

ウ 荷さばき施設の面積

２８．５平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

６．５立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前１０時

閉店時刻 午後８時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午後８時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前９時から午後９時まで

２ 届出年月日

平成１５年２月２７日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部商工流通課及び松山地方局産業経済

部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月

間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部商工流通課

�愛媛県告示第６７４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部商工流通課及び今治地方局

産業経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部商工流通課及び今治地方局産業経済部商工

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

バリュー今治 今治市高市字頓田甲
７８７番地７

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

・開店時刻
午前９時３０分

・閉店時刻
午後１０時

・開店時刻
午前９時
・閉店時刻
午後１２時

平成１５年
３月１５日

平成１５年
３月５日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時から
午後１０時３０分まで

午前８時３０分から
午前０時３０分まで


�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�愛媛県告示第６７５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条及び第６８条第

２項において準用する同法第１８条第１６項の規定により大明神

川左岸土地改良区連合から次のとおり清算人が退職した旨の

届出があった。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�
�
�
�
�愛媛県告示第６７６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、松山市浄瑠璃町地域に係る県営土地改良事業計画を

定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地

改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・大谷下地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年３月２５日から４月２１日まで

３ 縦覧場所

松山市役所

�
�
�
�
�愛媛県告示第６７７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、松山市平井町地域に係る県営土地改良事業計画を定

めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改

良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・谷之内上地区）

計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年３月２５日から４月２１日まで

３ 縦覧場所

松山市役所

�
�
�
�
�愛媛県告示第６７８号
平成１５年３月１１日県営中山間地域総合整備事業伊予中山地

区唐川工区の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において

準用する同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�
�
�
�
�愛媛県告示第６７９号
平成１５年３月１３日東予園芸農業協同組合営土地改良事業高

松上地区の換地計画に基づく換地処分があったので、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条において準用する同法

第５４条第４項の規定により公告する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�
�
�
�
�愛媛県告示第６８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、玉川町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・中村台ノ下地区）

の施行に平成１５年３月１２日同意した。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�
�
�
�
�愛媛県告示第６８１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、玉川町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・中村元重地区）の

施行に平成１５年３月１２日同意した。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�
�
�
�
�愛媛県告示第６８２号
土居町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・西森地区）の施行は、適当と認められ

労政課並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部商工流通課

氏 名 住 所

行 本 照 義 東予市福成寺甲１２３番地の２

山 内 一 雄 東予市福成寺甲２７２番地の２

日和佐 勝 東予市大野２６４番地

目見田 伸 東予市旦之上甲９５５番地の１

茎 田 元 近 東予市三芳９４７番地の２

日 浅 清 東予市楠甲８７７番地の１

武 田 明 美 東予市楠甲１３３１番地の１

行 本 勝 正 東予市三芳１９９番地

山 内 賢 二 東予市実報寺２４５番地

木 原 光 教 東予市実報寺甲５１８番地の２

黒 瀬 一 弘 東予市大野３１３番地

飯 尾 順 一 東予市大野１３１番地
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るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第

５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・

西森地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年３月２５日から４月２１日まで

３ 縦覧場所

土居町役場

�
�
�
�
�愛媛県告示第６８３号
平成１５年３月６日美川村営基盤整備促進事業大川地区の換

地計画に基づく換地処分があったので、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第９６条の４において準用する同法第５４条第

４項の規定により公告する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�
�
�
�
�愛媛県告示第６８４号
平成１５年３月１３日中山町営土地改良事業影之浦地区の換地

計画に基づく換地処分があったので、土地改良法（昭和２４年

法律第１９５号）第９６条の４において準用する同法第５４条第４

項の規定により公告する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�
�
�
�
�愛媛県告示第６８５号
平成１５年３月１３日双海町営棚田地域等保全整備事業石の久

保地区の換地計画に基づく換地処分があったので、土地改良

法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の４において準用する同

法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�
�
�
�
�愛媛県告示第６８６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、重信町上村土地改良区から次のとおり土地改

良事業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�
�
�
�
�愛媛県告示第６８７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、重信町樋口土地改良区から次のとおり土地改

良事業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�
�
�
�
�愛媛県告示第６８８号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�
�
�
�
�愛媛県告示第６８９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定をする。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

西条市大浜字東山５９７６の１、字安都谷５９７８、字イカヤ

５９９４、５９９８の１、５９９８の２、字在所中６０００

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字東山５９７６の１・字在所中６０００（以上２筆につい

て次の図に示す部分に限る。）

 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

西条市丸野字小ヒラ５２５８（次の図に示す部分に限る。

）、５２５７

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字小ヒラ５２５８

 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 竹ノ下地区 平成１５年１月３１日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 音井地区 平成１５年１月３１日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

中山間地域総合整備事業 神の森地区 平成１３年３月２３日
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めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 保安林の所在場所

越智郡菊間町松尾１１２０、１１２６、１１２７

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

松尾１１２７（次の図に示す部分に限る。）

 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

４� 保安林の所在場所

越智郡岩城村３６８６、３６８７

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁並びに西条市役所及び関係町村役場に

備え置いて縦覧に供する。）

�
�
�
�
�愛媛県告示第６９０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

新居浜市観音原町乙９３の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

�愛媛県告示第６９１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

温泉郡中島町大字宇和間乙２７７の７

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�
�
�
�
�愛媛県告示第６９２号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補

償法（昭和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要

件に適合すると認めるので、同条第５項において準用する同

法第１０５条の２第４項の規定に基づき、次のとおり公示する

。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�
�
�
�
�愛媛県告示第６９３号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、松山地方局伊予土木事務所及び双海町役場において告示の

日から起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

双海町

伊予郡双海町大字上灘甲５８２１番地６

代表者 町長 丸山勇三

伊予郡双海町大字上灘甲５７９２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

伊予郡双海町大字上灘甲５７５０番３の地先公有水面

イ 区域

次の�点から	点までを順次直線で結んだ線及び	
点と�点を直線で結んだ線により囲まれた区域
基点（上灘漁港－２．５メートル物揚場用地内に設置

された金属鋲Ｊ２５）は、北緯３３度４１分３６秒、東経１３２

度３８分１０秒の地点

�点は、基点から真北２０９度１５分５５秒１５０．４６メート
ルの地点

区 域 区 分

二神区域（中島三和漁
業協同組合の地区のう
ち、旧二神漁業協同組
合の地区）

法第１０４条第２号に掲げる漁業
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�点は、�点から真北４９度３５分５７秒５．８６メートルの
地点

�点は、�点から真北４６度５７分５３秒８．６６メートルの
地点

�点は、�点から真北５１度１６分３０秒３．０２メートルの
地点

�点は、�点から真北１３１度１７分３６秒６．７８メートル
の地点

�点は、�点から真北２２５度３１分５０秒０．６１メートル
の地点

�点は、�点から真北１３５度３０分３５秒０．５６メートル
の地点

�点は、�点から真北２２３度５１分００秒７．４０メートル
の地点

�点は、�点から真北２３２度１６分０４秒７．３６メートル
の地点

	点は、�点から真北２６４度４４分２４秒２．６１メートル
の地点

ウ 面積

１３０．７３平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

伊予郡双海町大字上灘甲５７５０番３の地先公有水面及

び陸域

イ 区域

次のＡ点からＲ点までを順次直線で結んだ線及びＲ

点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（上灘漁港－２．５メートル物揚場用地内に設置

された金属鋲Ｊ２５）は、北緯３３度４１分３６秒、東経１３２

度３８分１０秒の地点

Ａ点は、基点から真北２１０度０１分０７秒１５６．０１メート

ルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北４９度３５分３７秒１１．７６メートル

の地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北１１度４２分３９秒１．７１メートルの

地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北４７度１８分４３秒０．４６メートルの

地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北３１７度１３分０６秒９．０１メートル

の地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北４７度１３分３５秒４．９９メートルの

地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北１３７度１２分４８秒９．０１メートル

の地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北４６度４９分０１秒０．５１メートルの

地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北８３度１２分４３秒１．６２メートルの

地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北５１度１６分１６秒４．５４メートルの

地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北１３１度１７分３３秒２３．２７メート

ルの地点

Ｌ点は、Ｋ点から真北２１８度４１分４１秒４．６１メートル

の地点

Ｍ点は、Ｌ点から真北３０２度５６分１６秒０．７０メートル

の地点

Ｎ点は、Ｍ点から真北２１８度２９分３８秒５．６７メートル

の地点

Ｏ点は、Ｎ点から真北３０２度５９分５４秒６．１１メートル

の地点

Ｐ点は、Ｏ点から真北２０７度３２分３８秒３．９３メートル

の地点

Ｑ点は、Ｐ点から真北２９５度５６分２５秒２．２２メートル

の地点

Ｒ点は、Ｑ点から真北２０４度４５分４５秒３．７８メートル

の地点

ウ 面積

５２３．５１平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 出願年月日

平成１５年３月５日

�
�
�
�
�愛媛県告示第６９４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

西海町

南宇和郡西海町船越１２８９番地１

代表者 町長 中田 廣

南宇和郡西海町船越１２９１番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

南宇和郡西海町福浦１２１５番から同１４９１番に至る地先

の公有水面

イ 区域

次の１点から１３点までを順次直線で結んだ線並びに

１３点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．１０メートル）における公有水面と陸地との境界

線により囲まれた区域

基点（南宇和郡西海町福浦１２１５番地内の福浦第１物

揚場のコンクリート舗装部に設置された金属鋲）は、

北緯３２度５４分５５秒、東経１３２度２９分５９秒の地点

１点は、基点から真北３１８度４５分２８秒２０．４９メート

ルの地点

２点は、１点から真北４２度０４分５８秒２５．４０メートル

の地点

３点は、２点から真北１３２度０４分５８秒３３．８５メート

ルの地点

４点は、３点から真北２２２度０４分５８秒１．００メートル

の地点

５点は、４点から真北１３２度０４分５８秒３．４０メートル
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の地点

６点は、５点から真北４２度０４分５８秒１．００メートルの

地点

７点は、６点から真北１３２度０４分５８秒４６．６０メート

ルの地点

８点は、７点から真北２２２度０４分５８秒１．００メートル

の地点

９点は、８点から真北１３２度０４分５８秒３．４０メートル

の地点

１０点は、９点から真北４２度０４分５８秒１．００メートルの

地点

１１点は、１０点から真北１３２度０４分５８秒２２．７５メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北９４度１１分４６秒３４．００メートル

の地点

１３点は、１２点から真北１６５度４７分０８秒４．３０メートル

の地点

ウ 面積

４，２８９．０４平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

南宇和郡西海町福浦１２０９番から同１４９２番に至る間の

地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＮ点までを順次直線で結んだ線及びＮ

点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡西海町福浦１２１５番地内の福浦第１物

揚場のコンクリート舗装部に設置された金属鋲）は、

北緯３２度５４分５５秒、東経１３２度２９分５９秒の地点

Ａ点は、基点から真北１４６度４７分１６秒１０．２４メート

ルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北３１５度１３分０８秒７０．３６メート

ルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北４２度０４分５８秒６６．５２メートル

の地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北１３２度０４分５８秒１３６．２７メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北９４度１１分４６秒４９．１２メートル

の地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北１８４度１１分４６秒３９．９４メート

ルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北２５７度１８分１５秒２８．８１メート

ルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北１６４度３３分５８秒１０．９５メート

ルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北２４９度３５分２５秒３９．６７メート

ルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北１８４度０８分４１秒２１．７１メート

ルの地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北２７２度３８分２１秒１８．５８メート

ルの地点

Ｌ点は、Ｋ点から真北２９９度３９分５２秒２９．７６メート

ルの地点

Ｍ点は、Ｌ点から真北３５度００分５５秒３２．３２メートル

の地点

Ｎ点は、Ｍ点から真北３１２度１４分４８秒３６．５３メート

ルの地点

ウ 面積

１４，８９５．０８平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地 約４，１７０平方メートル

水路用地 約 １２０平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成１５年３月１３日

�
�
�
�
�愛媛県告示第６９５号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、弓削町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

越智郡弓削町上弓削２４５番１地先から１９０４番地先まで

の公有水面

� 区域

次の各地点のうち１の地点から１０の地点までを順次直

線で結んだ線、１０の地点と１１の地点を結ぶ春分及び秋分

の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．８３メートル）における公有水面

と陸地との境界線、１１の地点と１２の地点を直線で結んだ

線、１２の地点と１３の地点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（

Ｔ．Ｐ．＋１．８３メートル）における公有水面と陸地との

境界線、並びに１３の地点と１の地点を結ぶ春分及び秋分

の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．８３メートル）における公有水面

と中央防波堤との境界線により囲まれた区域

基点（四等三角点城山）は、北緯３４度１６分４８．１５０１秒

、東経１３３度１２分５２．０１２０秒の地点

１の地点は、基点から真北２２８度２０分３０秒５０９．５１メー

トルの地点

２の地点は、１の地点から真北１６度２６分３１秒６２．８８メ

ートルの地点

３の地点は、２の地点から真北１６度２０分１２秒４．８１メー

トルの地点

４の地点は、３の地点から真北１６度０７分２４秒４．８１メー

トルの地点

５の地点は、４の地点から真北１５度５４分４０秒４．８１メー

トルの地点
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６の地点は、５の地点から真北１５度４１分５２秒４．８１メー

トルの地点

７の地点は、６の地点から真北１５度２９分１１秒４．８１メー

トルの地点

８の地点は、７の地点から真北１５度１６分２４秒４．８１メー

トルの地点

９の地点は、８の地点から真北１５度０３分３５秒４．８１メー

トルの地点

１０の地点は、９の地点から真北１４度５１分０１秒４．８１メー

トルの地点

１１の地点は、基点から真北２３３度５６分５８秒４２２．５７メー

トルの地点

１２の地点は、１１の地点から真北１９６度２３分０５秒３６．５２

メートルの地点

１３の地点は、基点から真北２２７度５０分４８秒５０１．１３メー

トルの地点

� 面積

１，１６０．５０平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１１年１月２８日 愛媛県指令１０港第５５５号

４ しゅん功認可年月日

平成１５年３月２４日

�
�
�
�
�愛媛県告示第６９６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、弓削町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

弓削町

越智郡弓削町下弓削２１０番地

代表者 町長 木下良一

越智郡弓削町太田１０１番地

２ 埋立区域

� 位置

越智郡弓削町上弓削２４５番３地先から１９０４番地先まで

の公有水面

� 区域

ア 埋立区域Ａ

次の１の地点から１８の地点までを順次直線で結んだ

線、１８の地点と１９の地点を結ぶ春分及び秋分の満潮位

（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．８４メートル）における公有水面と

陸地との境界線、１９の地点から２８の地点までを順次直

線で結んだ線、並びに２８の地点と１の地点を結ぶ春分

及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．８４メートル）に

おける公有水面と中央防波堤との境界線により囲まれ

た区域

基点（四等三角点城山）は、北緯３４度１６分４８．１５０１

秒、東経１３３度１２分５２．０１２０秒の地点

１の地点は、基点から真北２２９度１４分０５秒５２５．４６メ

ートルの地点

２の地点は、１の地点から真北１６度０７分１０秒１２．４０

メートルの地点

３の地点は、２の地点から真北２８６度０７分１０秒０．０５

メートルの地点

４の地点は、３の地点から真北１６度０７分１０秒８．２７メ

ートルの地点

５の地点は、４の地点から真北１０６度０７分１０秒１．９９

メートルの地点

６の地点は、５の地点から真北１６度０７分１０秒８．４３メ

ートルの地点

７の地点は、６の地点から真北２８６度０７分１０秒１．９９

メートルの地点

８の地点は、７の地点から真北１６度０７分１０秒２２．３６

メートルの地点

９の地点は、８の地点から真北１０６度０７分１０秒０．２５

メートルの地点

１０の地点は、９の地点から真北１６度０７分１０秒４．３０メ

ートルの地点

１１の地点は、１０の地点から真北２８６度０７分１０秒０．２５

メートルの地点

１２の地点は、１１の地点から真北１６度０７分１０秒２１．８４

メートルの地点

１３の地点は、１２の地点から真北１０６度０７分１０秒０．２５

メートルの地点

１４の地点は、１３の地点から真北１６度０７分１０秒４．３０メ

ートルの地点

１５の地点は、１４の地点から真北２８６度０７分１０秒０．２５

メートルの地点

１６の地点は、１５の地点から真北１６度０７分１０秒２０．６０

メートルの地点

１７の地点は、１６の地点から真北２８６度０７分１０秒０．５５

メートルの地点

１８の地点は、１７の地点から真北１６度０７分１０秒８．００メ

ートルの地点

１９の地点は、基点から真北２３５度３６分２３秒４２７．２２メ

ートルの地点

２０の地点は、１９の地点から真北１９４度５１分０１秒４．８１

メートルの地点

２１の地点は、２０の地点から真北１９５度０３分３５秒４．８１

メートルの地点

２２の地点は、２１の地点から真北１９５度１６分２４秒４．８１

メートルの地点

２３の地点は、２２の地点から真北１９５度２９分１１秒４．８１

メートルの地点

２４の地点は、２３の地点から真北１９５度４１分５２秒４．８１

メートルの地点

２５の地点は、２４の地点から真北１９５度５４分４０秒４．８１

メートルの地点

２６の地点は、２５の地点から真北１９６度０７分２４秒４．８１

メートルの地点
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２７の地点は、２６の地点から真北１９６度２０分１２秒４．８１

メートルの地点

２８の地点は、２７の地点から真北１９６度２６分３１秒６２．

８８メートルの地点

イ 埋立区域Ｂ

次の２９の地点と３０の地点を直線で結んだ線並びに２９

の地点と３０の地点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．

Ｄ．Ｌ．＋３．８４メートル）における公有水面と陸地と

の境界線により囲まれた区域

基点（四等三角点城山）は、北緯３４度１６分４８．１５０１

秒、東経１３３度１２分５２．０１２０秒の地点

２９の地点は、基点から真北２３１度０７分３４秒４５２．０７メ

ートルの地点

３０の地点は、２９の地点から真北１６度２３分０５秒３６．５２

メートルの地点

� 面積

１，７７９．６６平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１１年１月２８日 愛媛県指令１０港第５５６号

４ しゅん功認可年月日

平成１５年３月２４日

�
�
�
�
�愛媛県告示第６９７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、大三島町役場に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

越智郡大三島町大字野々江６７９８番３から同８０９８番２ま

での地先公有水面

� 区域

次の１の地点から４８の地点までを順次に結んだ線並び

に４８の地点と１の地点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ

．Ｐ．＋１．８５メートル）における公有水面と陸地との境

界線により囲まれた区域

基点（越智郡大三島町大字野々江字タカノス７１９番国

土地理院「野々江」三等三角点）は、北緯３４度１２分５４．

４０５２秒、東経１３３度００分１６．５６５５秒の地点

１の地点は、基点から真北２１６度４４分４１秒１，０２８．０４メ

ートルの地点

２の地点は、１の地点から真北１４９度０３分１６秒１．０７メ

ートルの地点

３の地点は、２の地点から真北２３９度２４分３３秒６．７４メ

ートルの地点

４の地点は、３の地点から真北２３９度２０分２５秒４．２９メ

ートルの地点

５の地点は、４の地点から真北２４０度０６分３０秒２０．２０

メートルの地点

６の地点は、５の地点から真北２４１度２２分２８秒１５．４３

メートルの地点

７の地点は、６の地点から真北２４１度５３分０９秒４．７６メ

ートルの地点

８の地点は、７の地点から真北２４２度５２分００秒２０．１９

メートルの地点

９の地点は、８の地点から真北２４４度０９分３３秒１４．９６

メートルの地点

１０の地点は、９の地点から真北２４４度４１分１０秒６５．９４

メートルの地点

１１の地点は、１０の地点から真北２４３度４５分５０秒１８．９３

メートルの地点

１２の地点は、１１の地点から真北２４０度２７分５５秒９．５９メ

ートルの地点

１３の地点は、１２の地点から真北２３７度１６分２１秒９．３９メ

ートルの地点

１４の地点は、１３の地点から真北２３４度５６分２５秒６．５７メ

ートルの地点

１５の地点は、１４の地点から真北２３１度４１分１９秒６．５５メ

ートルの地点

１６の地点は、１５の地点から真北２２８度５２分１１秒５．６１メ

ートルの地点

１７の地点は、１６の地点から真北２２４度３８分１３秒９．３７メ

ートルの地点

１８の地点は、１７の地点から真北２２０度０１分０４秒９．３７メ

ートルの地点

１９の地点は、１８の地点から真北２１７度４１分０４秒４．６７メ

ートルの地点

２０の地点は、１９の地点から真北３０６度５５分５５秒１．２９メ

ートルの地点

２１の地点は、２０の地点から真北２１６度０３分１７秒２．６２メ

ートルの地点

２２の地点は、２１の地点から真北１２７度３６分４４秒２．５６メ

ートルの地点

２３の地点は、２２の地点から真北２１１度３６分０６秒１２．１０

メートルの地点

２４の地点は、２３の地点から真北２９７度５６分１３秒２．４８メ

ートルの地点

２５の地点は、２４の地点から真北２０５度５９分０６秒８．６５メ

ートルの地点

２６の地点は、２５の地点から真北２０１度４５分３４秒９．８７メ

ートルの地点

２７の地点は、２６の地点から真北１９７度２９分５９秒９．４３メ

ートルの地点

２８の地点は、２７の地点から真北１９１度５４分５５秒９．８１メ

ートルの地点

２９の地点は、２８の地点から真北１８７度５２分１１秒９．０２メ
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ートルの地点

３０の地点は、２９の地点から真北１８４度５５分５２秒９．２９メ

ートルの地点

３１の地点は、３０の地点から真北１８２度０４分１３秒１２．５４

メートルの地点

３２の地点は、３１の地点から真北９２度５５分３１秒２．５４メー

トルの地点

３３の地点は、３２の地点から真北１８１度２１分４９秒３．１９メ

ートルの地点

３４の地点は、３３の地点から真北１８０度３５分３６秒７．８２メ

ートルの地点

３５の地点は、３４の地点から真北２７０度３３分４６秒２．５４メ

ートルの地点

３６の地点は、３５の地点から真北１８０度３８分０６秒１７．０５

メートルの地点

３７の地点は、３６の地点から真北１８１度２１分５０秒９．４１メ

ートルの地点

３８の地点は、３７の地点から真北１８２度４７分０３秒１０．３５

メートルの地点

３９の地点は、３８の地点から真北１８４度４５分０１秒１６．２４

メートルの地点

４０の地点は、３９の地点から真北１８７度２６分０５秒１８．２８

メートルの地点

４１の地点は、４０の地点から真北１０１度５０分２２秒２．５２メ

ートルの地点

４２の地点は、４１の地点から真北１８９度０４分１２秒４．３４メ

ートルの地点

４３の地点は、４２の地点から真北１８９度５８分４４秒７．２１メ

ートルの地点

４４の地点は、４３の地点から真北２７９度５４分０９秒２．５４メ

ートルの地点

４５の地点は、４４の地点から真北１９１度０５分５３秒５．５１メ

ートルの地点

４６の地点は、４５の地点から真北１９１度１８分５０秒５．８６メ

ートルの地点

４７の地点は、４６の地点から真北１９１度５８分０６秒１６．９３

メートルの地点

４８の地点は、４７の地点から真北２８３度５５分５９秒６．５９メ

ートルの地点

� 面積

２，５５９．６３平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１３年３月２１日 愛媛県指令港第８３号

４ しゅん功認可年月日

平成１５年３月２４日

�
�
�
�
�愛媛県告示第６９８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、関前村役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

関前村

越智郡関前村大字岡村甲７３２番地

代表者 村長 池田深

越智郡関前村大字岡村甲６６６番地第１

２ 埋立区域

� 位置

越智郡関前村大字岡村甲２５７０番第１地先から同２６２１番

第６地先までの公有水面

� 区域

次の１点から７点までを順次直線で結んだ線並びに７

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

３．８４メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（越智郡関前村大字岡村甲２５１８番地先に設置され

た金属鋲）は、北緯３４度１１分０２秒、東経１３２度５３分２６秒

の地点

１点は、基点から真北３０６度０８分１５３．００メートルの地

点

２点は、１点から真北１８２度４９分３９．２０メートルの地

点

３点は、２点から真北２７２度４９分１０．００メートルの地

点

４点は、３点から真北２度４９分１０．００メートルの地点

５点は、４点から真北２７２度４９分７５．００メートルの地

点

６点は、５点から真北１８２度４９分１０．００メートルの地

点

７点は、６点から真北２７２度４９分１０．００メートルの地

点

� 面積

３，２６６．９９平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１０年３月２日 愛媛県指令河第１９号

４ しゅん功認可年月日

平成１５年３月２４日

�愛媛県告示第６９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日


�
�
�
�
�
�
�
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川丹原線
東予市周布２０７番６地先から

同市周布２０７番１地先まで
平成１５年３月２４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 弓削島循環線
越智郡弓削町上弓削２３９番１地先から

同町上弓削１９０４番２まで
平成１５年３月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山川内線
温泉郡重信町大字志津川字市頭甲１０２番１から

同町大字樋口字前川甲１４２０番３まで

旧 ８．１～９．７ ０．４０７

新 ９．４～１１．７ ０．４０７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内線
温泉郡重信町大字志津川字小斎院甲１２０番１から

同大字字柑子ノ木甲１５６番１まで
平成１５年３月２４日

〃 〃
温泉郡重信町大字志津川字柑子ノ木甲１５５番２から

同町大字樋口字前川甲１４２０番３まで
〃
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�愛媛県告示第７０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中島環状線
温泉郡中島町大字宇和間甲１３７０番１から

同大字甲１３７１番１まで
平成１５年３月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７９号
伊予郡広田村仙波１４４９番２地先から

同村仙波１４４９番１地先まで

旧 ８．０～４１．０ ０．１０５

新 １８．５～４５．０ ０．１０１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７９号
伊予郡広田村仙波１４４９番２地先から

同村仙波１４４９番１地先まで
平成１５年３月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
大洲市蔵川字大畠甲１００番４から

同市蔵川字末廣乙１２４８番４まで

旧 ４．５～１１．０ ０．３７９

新 ９．４～４１．７ ０．３７９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市蔵川字大畠甲１００番４から

同市蔵川字末廣乙１２４８番４まで
平成１５年３月２４日
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�愛媛県告示第７０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
喜多郡長浜町大字出海甲２００番から

同大字甲４１５番まで

旧 ４．４～１０．３ ０．２１９

新 １３．２～３３．４ ０．２３８

県 道 長浜保内線
喜多郡長浜町大字豊茂乙３９０番４から

同大字乙３８７番２まで

旧 ５．２～６．９ ０．０５３

新 ８．５～１７．２ ０．０５３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
喜多郡長浜町大字出海甲２００番から

同大字甲４１５番まで
平成１５年３月２４日

県 道 長浜保内線
喜多郡長浜町大字豊茂乙３９０番４から

同大字乙３８７番２まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜保内線
喜多郡長浜町大字下須戒甲１８３０番９地先から

同大字乙７３０番２まで

旧 ３．９～１０．１
１４．５～４０．０

０．６７３
０．６２４

新 １４．５～４０．０ ０．６２４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜保内線
喜多郡長浜町大字下須戒甲１８３０番９地先から

同大字甲１２８０番２まで
平成１５年３月２８日
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�愛媛県告示第７１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
西宇和郡保内町宮内５番耕地１番地先から

同町宮内１番耕地８８４番地先まで

旧 ４．５～９．５ ０．９９８

新 １１．１～５５．０ １．１５４

〃 〃
西宇和郡保内町宮内１番耕地８８４番地先から

同町須川２０番３地先まで

旧 ４．２～１１．０ １．４０４

新 １１．０～３８．０ １．２００

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 佐田岬三崎線
西宇和郡三崎町正野１３７番から

同町正野６３番２まで

旧 ３．３～１６．５
７．７～４３．５

０．０８６
０．０５４

新 ７．７～１４．０ ０．０５４

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号
東宇和郡野村町大字松渓１号１５０番２から

同大字１号２９７番まで

旧 ３．８～９．７ ０．４０３

新 １７．５～５７．５ ０．４００

〃 〃
東宇和郡野村町大字白髭１号３２４番地先から

同大字１号６５４番２まで

旧 ３．５～２６．０ ０．８６２

新 １１．８～３７．５ ０．８６０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
東宇和郡野村町大字松渓１号１５０番２から

同大字１号２９７番まで
平成１５年３月２４日
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�愛媛県告示第７１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃
東宇和郡野村町大字白髭１号３２４番地先から

同大字１号３８９番２地先まで
〃

〃 〃
東宇和郡野村町大字白髭１号４６６番地先から

同大字１号６５４番２まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛津島線
北宇和郡津島町大字高田甲２７４４番２地先から

同大字甲７９３番４地先まで

旧 ０ ０

新 ８．６～６２．０ １．３２１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島城辺線
北宇和郡津島町大字増穂丁５９８番１８９から

同大字丁５９８番１９０まで

旧 ６．０～１４．２ ０．１０９

新 ８．０～１６．０ ０．１０９

〃 〃
北宇和郡津島町大字増穂丁５９８番１９１から

同大字丁５９８番１８８まで

旧 ４．４～９．２ ０．２５３

新 ５．６～１２．２ ０．２５３

〃 御内下畑地線
北宇和郡津島町大字下畑地字半七田乙８６番地先から

同字乙９７番まで

旧 ３．８～１０．０ ０．０４９

新 ９．０～１３．０ ０．０４７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
北宇和郡津島町大字増穂丁５９８番１８９から

同大字丁５９８番１９０まで
平成１５年３月２４日

〃 〃
北宇和郡津島町大字増穂丁５９８番１９１から

同大字丁５９８番１８８まで
〃

〃 御内下畑地線
北宇和郡津島町大字下畑地字半七田乙８６番地先から

同字乙９７番まで
〃
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�愛媛県告示第７１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島下波津島線
北宇和郡津島町北灘字ハクレ丙１７０番３から

同町北灘字六右ヱ門田丙１９７番２まで

旧 ４．５～１２．３ ０．２７８

新 ６．１～３０．７ ０．２７８

〃 後柿之浦線
北宇和郡津島町須下字新浜１７９番９から

同町須下字反田１６７番１０まで

旧 ４．５～１１．０ ０．２８７

新 １０．４～２６．６ ０．２６２

〃 〃
北宇和郡津島町須下字反田１４６番１１から

同字１４６番２地先まで

旧 ３．７～１６．１ ０．０６９

新 １５．２～３８．５ ０．０６９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島下波津島線
北宇和郡津島町北灘字ハクレ丙１７０番３から

同町北灘字六右ヱ門田丙１９７番２まで
平成１５年３月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島城辺線 南宇和郡城辺町僧都８７９番５
旧 ３．０～８．０ ０．１３１

新 ５．２～３５．０ ０．１３１

〃 〃 南宇和郡城辺町緑丙１３９番３
旧 １２．０～１７．６ ０．０６３

新 １５．８～２０．０ ０．０６３

〃 〃 南宇和郡城辺町緑丙１１０番２
旧 １２．０～１８．０ ０．０７２

新 １３．８～１９．０ ０．０７２

〃 深浦港線
南宇和郡城辺町垣内７６３番６から

同町垣内７６７番２まで

旧 ５．３～４６．６ ０．０８１

新 ３５．６～４６．８ ０．０８１
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その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７２５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線 南宇和郡城辺町僧都８７９番５ 平成１５年３月２７日

〃 〃 南宇和郡城辺町緑丙１３９番３ 平成１５年３月２４日

〃 〃 南宇和郡城辺町緑丙１１０番２ 〃

〃 深浦港線
南宇和郡城辺町垣内７６３番６から

同町垣内７６７番２まで
平成１５年３月２７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡西海町樫月２３１番地先から

同町船越１番地先まで

旧 ２０．６～３５．０ ０．０４７

新 ２０．６～４２．４ ０．０４７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡西海町樫月２３１番地先から

同町船越１番地先まで
平成１５年３月２４日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

今局建（開）第１１号

平成１５年２月２８日

越智郡波方町大字樋口字八反地甲１０３９番１、甲１０３９番２及び甲１０３９
番４並びに同郡同町大字樋口字丸田乙４４２番１１、乙４４２番１４、乙４４２
番１５、乙４４６番３０及び乙４４６番３７

越智郡波方町大字樋口甲１０３９番地４
晴豊海運株式会社
代表取締役 長谷部 満

西局丹土（開）第３１号

平成１５年３月７日
東予市石田７２０番１、７２０番２及び７２０番３

東予市三津屋南３番６
有限会社 東予住建
取締役 芥 川 雅 旨
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�愛媛県告示第７２６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定

に基づき、今治広域都市計画墓園事業１大谷墓園（今治市施

行）の事業計画の変更を次のように認可した。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

平成６年１２月９日から平成１９年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

今治市山路字イタチカド及び字高屋、並びに阿方字牛

ノ江及び字春岡地内

� 使用の部分

なし

�愛媛県訓令第３号
総 務 部

東 京 事 務 所

愛媛県東京事務所処務規程の一部を改正する訓令を次のよ

うに定める。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県東京事務所処務規程の一部を改正する訓令

愛媛県東京事務所処務規程（昭和４２年愛媛県訓令第３号）

の一部を次のように改正する。

第３条の見出し中「東京観光物産センター」を「えひめ観

光物産プラザ」に改め、同条第１項中「東京観光物産センタ

ー（以下「センター」を「えひめ観光物産プラザ（以下「プ

ラザ」に、「センターの」を「プラザの」に改め、同条第２

項から第４項までの規定中「センター」を「プラザ」に改め

る。」

第４条第１項第６号及び第７号並びに第２項並びに第５条

第２項中「センター」を「プラザ」に改める。

附 則

この訓令は、平成１５年３月２５日から施行する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

訓 令

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年３月１１日
特定非営利活動法人
エコロジー・エネルギー・フ
ォーラム

三 宅 和 雄 松山市小坂五丁目４番１８号
この法人は、不特定多数の個人及び団体に
対し、環境問題への意識の高揚を図るとと
もに、環境保全を通じた住み良いまちづく
りへの意識啓発に関する事業を行うことに
より、豊かで充実した生活の出来る地域社
会の実現に寄与することを目的とする。

平成１５年３月２４日 印刷
平成１５年３月２４日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円２８８
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